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和解による訴訟等の終結に関するお知らせ 
 

当社と株式会社ゲオホールディングス及び株式会社ゲオとの間での平成 24 年 6 月 6 日付「当

社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にあります当社使用の「ゲオバイク」、「ゲオバイクＤ

ｉｒｅｃｔ」等の営業表示の使用の差止め等の訴訟並びに平成 25 年 6 月 25 日付「地位保全仮

処分命令申立事件の決定に関するお知らせ」にあります当社運営のゲオショップＦＣ６店舗に関

する地位保全の仮処分事件及びそれについての本案訴訟に関しまして、東京地方裁判所から和解

の勧試を受けた結果、本日、和解が成立し、いずれも終結いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

１．和解の概要について 

（１）当社は、平成 25 年 11 月 1 日以降、「ゲオバイク」、「ゲオバイクＤｉｒｅｃｔ」等の営業表示

を行わない。 

（２）当社は、平成 25 年 10 月 31 日の営業終了をもって、当社が運営するゲオショップ６店舗を株

式会社ゲオホールディングスに譲渡する。 

（３）当社は、株式会社ゲオホールディングス及び株式会社ゲオから、紛争解決金として金２億円を

上記６店舗の譲渡と引き換えに受け取る。 

 

２．和解の相手方 

（１） 名称 株式会社ゲオホールディングス 

 所在地 愛知県名古屋市中区富士見町８番８号 

 代表者 代表取締役 遠藤 結蔵 

（２） 名称 株式会社ゲオ 

 所在地 愛知県名古屋市中区富士見町８番８号 

 代表者 代表取締役 吉川 恭史 

 

３．今後の見通し 

和解の結果、ゲオショップ事業の収益の当社への帰属は平成 25 年 10 月 31 日までとなります。

また、当事業の資産と紛争解決金２億円との間で差額が発生した場合、これを特別損益に計上す

る見込みです。詳細は、本日開示した「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

以 上 


